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12月定例会提出議案

KAS
UMIGAU

RA
平成28年 第 ４ 回 定 例 会

平成28年第４回定例会が、12月６日から12月22日までの17日
間の会期で開催されました。今定例会では、一部の案件以外につ
いては、『平成28年第４回定例会議案審査特別委員会』を設置のう
え付託し慎重審査を行いました。また、12月７日、８日、９日、
12日の４日間において一般質問（後頁P10～15）を行いました。

請
願
の
趣
旨
や
市
民
か
ら
の
意
見

に
配
慮
し
た
内
容
に
見
直
し
を
行

い
、
さ
ら
に
、
料
金
体
系
の
不
均

衡
の
是
正
を
図
る
た
め
、
市
の
公

共
施
設
全
体
の
使
用
料
と
、
免
除

や
減
額
の
制
度
が
構
築
さ
れ
ま
し

た
。

▼
▼  

議
案
第
71
号

か
す
み
が
う
ら
市
千
代
田
講
堂
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

千
代
田
公
民
館
講
堂
の
利
用
目
的

に
つ
い
て
、
よ
り
多
く
の
人
が
多

目
的
に
利
用
で
き
る
施
設
に
す
る

も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
72
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
73
号

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で

常
勤
の
も
の
の
給
与
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
58
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
59
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
農
業

集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
60
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
61
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道

事
業
会
計
利
益
の
処
分
及
び
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
70
号

か
す
み
が
う
ら
市
公
の
施
設
の
使
用

料
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て

▼
▼  

報
告
第
８
号

専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び

和
解
に
つ
い
て
）

▼
▼  

報
告
第
9
号

専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び

和
解
に
つ
い
て
）

▼
▼  

議
案
第
55
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い

て▼
▼  

議
案
第
56
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
57
号

平
成
27
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定
に
つ
い
て

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

認　
定

可　
決

可
決
及
び
認
定

可　
決

可　
決

可　
決

議
案
等
の
審
議
結
果
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▼
▼  

議
案
第
74
号

か
す
み
が
う
ら
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

▼
▼  

議
案
第
75
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

▼
▼  

議
案
第
76
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

主
な
も
の
と
し
て
、
空
き
家
調
査

業
務
委
託
料
と
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
へ
の
繰
り
出
し
金
を
増
額

す
る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
77
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

▼
▼  

議
案
第
78
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

▼
▼  

議
案
第
79
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
介
護

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▼
▼  

議
案
第
80
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▼
▼  

議
案
第
81
号

第
２
次
か
す
み
が
う
ら
市
総
合
計
画

基
本
構
想
の
策
定
に
つ
い
て

平
成
29
年
度
か
ら
平
成
38
年
度
ま

で
の
10
年
間
に
お
け
る
本
市
の
行

政
運
営
全
般
の
指
針
と
な
る
最
上

位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
計
画
と
な

る
も
の
で
す
。

▼
▼  

議
案
第
82
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
下
稲
吉
地
内
）

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
２
号

後
期
高
齢
者
の
保
険
料
軽
減
特
例
の

継
続
を
求
め
る
意
見
書(

案)

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
３
号

「
高
額
療
養
費
」「
後
期
高
齢
者
の
窓

口
負
担
」
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
現
行

制
度
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書(

案)

文
教
厚
生
委
員
会
委
員
長
か
ら
の

申
し
出
に
よ
り
、
取
下
げ
が
承
認

さ
れ
た
も
の
で
す
。

▼
▼  

委
員
会
発
議
第
４
号

奨
学
金
制
度
の
改
善
と
教
育
費
負
担

の
軽
減
に
関
す
る
意
見
書(

案)

委
員
会
へ
の
調
査
付
託
の
件
（
調
査

終
了
）
に
つ
い
て

閉
会
中
の
所
管
事
務
調
査
に
つ
い
て

▼
▼  
請
願
第
４
号

「
後
期
高
齢
者
の
保
険
料
軽
減
特
例

の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
」
の
提
出

を
求
め
る
請
願
書

請
願
・
陳
情
の
審
査
結
果 可　

決

決　
定

決　
定

不
採
択

取
下
げ

取
下
げ

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

可　
決

▼
▼  

請
願
第
５
号

「
高
額
療
養
費
」「
後
期
高
齢
者
の
窓

口
負
担
」
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
現

行
制
度
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
の

採
択
を
求
め
る
請
願

▼
▼  

請
願
第
６
号

奨
学
金
制
度
の
改
善
と
教
育
費
負
担

の
軽
減
に
関
す
る
意
見
書
の
採
択
を

求
め
る
請
願
書

▼
▼  

請
願
第
7
号

霞
ケ
浦
南
小
学
校
プ
ー
ル
の
環
境
改

善
を
求
め
る
請
願
書

▼
▼  

報
告
第
１
号

専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

（
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び

和
解
に
つ
い
て
）

▼
▼  

議
案
第
１
号

平
成
28
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　
委
員
会
発
議
第
２
号
及
び
第
３
号

第
１
回
臨
時
会  

審
議
結
果

平
成
29
年
第
１
回
臨
時
会
が
、
１

月
27
日
に
開
催
さ
れ
、
本
会
議
に

お
い
て
慎
重
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

可　
決

不
採
択

採　
択

採　
択


